　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福保障地第１５５０号
                                                       平成３０年２月２２日
各障害福祉サービス事業所
各障害者支援施設　　　　　　　
東京都福祉保健局障害者施策推進部
　　　就労支援担当課長　　柳沼　恵美
（公 印 省 略）
「就労定着支援事業指定事務説明会」の開催について
日頃から東京都の障害福祉の推進に御尽力いただきありがとうございます。
この度、平成３０年４月１日より就労定着支援事業が新設されることとなりました。その指定事務等について、下記のとおり説明会を開催しますので、御参加ください。
記

１　会場・日時
　　東京都社会福祉保健医療研修センター１階講堂（東京都文京区小日向４－１－６）

1 第１回目（生活介護、自立訓練、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型事業所対象）
平成３０年３月８日（木曜日）　１０時から（９時３０分から受付開始）

2 第２回目（就労移行支援事業所対象）
平成３０年３月８日（木曜日）　１４時から（１３時３０分から受付開始）
※生活介護、自立訓練、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型事業所は第１回目に、就労移行支援事業所は第２回目に御参加ください。
※就労移行支援を含む多機能型事業所は第２回目にご参加ください。
　　※第１回目・第２回目ともに内容は同様のものです。
２　内容
就労定着支援事業の指定申請等について
※今回の説明会の内容は、説明会時点で厚生労働省から公表されている内容にとどまります。

　　※就労定着支援事業の指定等に関して質問がある場合は、説明会にて可能な範囲で回答いたしますので、別添「事前質問票」を３月２日（金）までに下記に御提出ください。

【提出先】
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課就労支援担当宛て

ＦＡＸ：03-5388-1408　メールアドレス：S0410818@section.metro.tokyo.jp
３　参加対象

都内の生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型または就労継続支援Ｂ型事業所で、平成３０年４月以降、就労定着支援事業の指定を希望される事業所
　　
４　参加人数
　　会場の都合により、１事業所につき１名とさせていただきます。
　　別紙「参加票」に必要事項を御記入の上、当日御持参ください。※事前の申込みは必要ありません。

※聴覚障害のために手話通訳が必要な場合は、２月２６日（月）までに下記に御連絡ください。
５　その他
就労定着支援事業の指定要件の概要等につきましては、厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=446935）に掲載されていますので、御参照ください。
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【問合せ先】


東京都 福祉保健局 障害者施策推進部


地域生活支援課 就労支援担当


電　話：０３－５３２０－４１５８


ＦＡＸ：０３－５３８８－１４０８
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地域生活支援課 就労支援担当
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